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(1)国 際 シ ンボ ル マ ー ク の 内容

国際シンボルマークは、障がい者のリ八ビリテーション事業を実施している世界60数 力国以上

の各国の団体及び国際団体から構成される 「国際障害者リ八ビリテーション協会」により、障がい

者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年 に制定されたも

のである。

「国際シンボルマークを掲示するための最低基準」

○マークの基準

寸 法

色 調

10cm角 以上、45cm角 以下が望ま しい。

原則 と して青地に白のマー クあるいはその逆と し、対比の明確なも

のとする。

○マークの掲示を行う場所の基準

玄 関 地面 と同じ高さにするか、階段のかわ りにまたは階段のほかに、傾

斜路を設置する。

出 入 口80cm以 上開くものとする。回転 ドアの場合は別の入 口を併設する。

傾 斜 路 傾斜は1/12(勾 配約4.7°)以 下 とする。室 内外を問わず、階段のか

わ りにまたは階段のほかに、傾斜路を設置する。

通 路130cm以 上の幅とする。

ト イ レ 利用 しやすい場所 にあ り、外開き ドアで仕切 り内部が広 く、手す り

がついたものとする。

エレベーター 入口幅は80cm以 上 とする。
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(2)国 際 シ ン ボル マー ク の形 状

国際シンボルマークの形状は下図のとおりである。
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車 い す 兼 用 エ レベ ー タ ー に 関 す る 標 準

1.適 用範囲及び趣旨

本標準は、不特定多数の人が利用する乗用(人 荷共用、非常用を含む)及 び寝台用エ レベーター

において、車いす使用者が利用するための望ましい寸法及び付加仕様について規定する。

この車いす兼用エレベーターは、一般健常者はもとより単独で街に出て行けるだけの生活機能を

有する車いす使用者の利用を考慮している。

なお、車いすは、JIST9201に 定める大型いす(手 動車いす)及 びJlST9203に 定める電動車

いすを対象とする。

2.内

2.1か ご寸法 は、車いす兼用 と して供する に必要 な寸法 とする。

(1)手 動車いすの場合

1)車 い す が か ご 内 で 、180° 転 回で き る 仕 様 の 場 合 、 か ごの 内 の り最 小 寸 法 は 、 間 口

1400mm× 奥行1350mmと する。

2)車 いすがか ご内で転 回できない仕様 の場合 、か ごの内の り最 小寸 法 は、間 口1000mm× 奥

行1100mmと する。

(2)電 動車いすの場合

1)車 いす がか ご内で 転 回 しな い 条件 で 、か ごの 内の り最小 寸 法 は、 間 口1000mm× 奥 行

1350mmと する。

2.2出 入 口有効幅 は800mm以 上 とする。

2.3か ご敷居と乗用の敷居とのすき間は30mm程 度とする。

2.4付 加仕様

(1)専 用乗場ボタン

各階乗場の出入口には車いす使用者が利用しやすい適当な位置に専用ボタンを設ける。専用ボ

タンによりかごが着床したときは、戸の開放時間を延長する。

(2)か こ内専用操作盤

かご内左右の2面 の側板には車いす使用者が利用しやすい適当な位置に操作盤を設ける。各操

作盤には行先ボタンを設け、また操作盤のうち少なくとも、一面には呼ボタン付インターホンを

取り付ける。専用操作盤の行先階ボタンによりかごが着床したときは、戸の開放時間を延長する。

(3)か ご内鏡

かご内背面板にガラス製または、金属製の平面鏡を設ける。ただし、展望用エレベーターや二

方向出入口寝台用エレベーターのように平面鏡が設けられない構造のものにあっては、凸面鏡

(合成樹脂製も含む)も 可とする。

(4)乗 降者検出装置

かごの出入口には通常セフティシューの他、光電式、静電式または超音波式等で、乗降客を検

出し、戸閉を制御する装置を設ける。光電式の場合は、光電ビームを2条 設ける。
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(5)か ご内専用位置表示器

かご内の専用操作盤または背面板のいずれかにかご内専用位置表示器を一面設ける。

(6)シ ンボルマーク及び利用銘板

車いす兼用エレベーターのシンボルマークを専用乗場ボタン及び、かご内専用操作盤の近傍に

設け、又利用銘板を専用乗場ボタンの近傍に設ける。

JEAS-A506

「車いす兼用工レベーターに関する標準」解説

本標準は、不特定多数の人が利用する乗用(人 荷共用、非常用を含む)及 び寝台用エ レベーターにお

いて車いす使用者が兼用できるように、種々の寸法ならびに付力口仕様について規定したものである。

この車いす兼用工レベーターは、一般健常者はもとより単独で街に出て行けるだけの生活機能を有す

る車いす使用者の利用を考慮している。

従ってそれ以上の障害度の人が利用する場合は、介護者の添乗を必要とする。建物の管理者は、車い

す使用者のエレベーター利用に際しては利用案内をすると共に、障害度によっては添乗などの配慮が必

要である。

1.車 い すの寸 法

JIST9201に 定 め られる手動車 いす(大 型)の 寸法を図1に 、JIST9203に 定め られる電動車

いすの寸法 を図2に 示 す。

図1 JlS手 動車いす(大 型)寸 法(単 位mm)

図2 JlS電 動車いす寸法(単 位mm)
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2.か ご寸法

(1)手 動車いすをかご内で180° 転回させる仕様は、車いすで前進で乗り込み方向を替えて前進で出

ることと、車いすの他に何人かの人が同時に乗り合わせることのできる条件とした。

(2)手 動車いすをかご内で転回させない仕様は、車いすで前進(又 は後進)で乗 り込み、後進(ま たは

前進)で出ることとし、添乗員または利用者が少なくとも一人同乗出来る条件とした。

(3)電 動車いすの場合は、車いすで前進(または後進)で乗 り込み、後進(ま たは前進)で出ることとし、

添乗員または利用者が同乗しなくても電動車いすの操作及びエレベーターの操作が単独で行え

る車いす使用者を前提条件とした。

(電動車いすをかご内で転回するには回転半径が大きく、かご内で回り切れなくなる事が考え

られるため、建物の規模や経済性を考慮し、適用機種の範囲では除いた。)

(注)(a)車 いす兼用エレベーターとしては、一般的に車いすをかご内で180° 転回出来ることが望まし

いが、建物の規模などにより設置が困難な場合には普及促進の見地から(2)又 は(3)の 条件

もやむを得ないものとする。

(b)運用機種表を下表に示す。

使 い 方

適 用 機 種 表

かご内で車いす

の向きを変える

乗り込んだ状態

でそのまま出る

最小かご寸法

最小出入口幅

適

用

機

種

(J旧

A

4301)

P型

R型

B型

P-6

P-9

P-11

P-13

P-15

B-750

1,400W×1,350D

800

1,000Wx1,100D

800

乗り込んだ状態

でそのまま出る

1,000W×1,350D

800

  

○:適 用機種 ×:否 適用機種
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項　　　目
（1）の条件
（手動車いす）

（2）の条件
（手動車いす）

（3）の条件
（電動車いす）

○
○
○
×
×

○
○
○
×
×

○
○
○
○
×

○
○
○
×

○
○
○
○

○
×
×
×

R-6

R-9

B-1000
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3.出 入口有効幅

車いすを動かそうとする時は、最小限780mmの 幅が必要とされており、エ レベーター出入口有効

幅の基準としては、国際障害者シンボルマークの掲示基準を参考にして800mm以 上とした。(図3)

図3車 いすの通行に要する最小幅(単 位mm)

4.か ご敷居 と乗場敷居のすき間

エ レベーターにとっては地震時に於ける建物身区体とエレベーターかごの干渉を防止するためのス

ペース確保や、建築を含めた施工精度から特にエレベーターが高速になるほどある一定以上の寸法

を必要とするもので従来の実績から30mm程 度とした。

5.付 加仕様

5.1専 用乗場ボタン

ー般乗場ボタンとは別に、専用乗場ボタンを設ける。(図4)

この専用乗場ボタンの高さは車いすに乗った人が操作しやすい高さとして1m程 度を推奨する。

また、エ レベーターホールは車いすで回転が可能な広さを確保されるべきであり、従って、専用

乗場ボタンは一面で十分である。

専用ボタン(か ご操作盤も含む)に よる運転の際の、戸の開いている時間は、一般乗客が降り

た後、車いすの乗り込みを考慮した時間であり、10秒 程度とすることが望ま しい。

図4専 用乗場ボタン取付例
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一般乗場ボタン

注意銘板

専用乗場ボタン（シンボルマーク付）

幅
8
0
0

1
0
0
0
前
後



、専用副操作盤を設ける。

(図5.6)
一般乗客用の主操作盤と車いす用専用主操作盤は、インターホンの八ウリング等を考慮し、対

角の位置にすることが望ましい。(図7)

専用主操作盤:行 先ボタン、戸開閉ボタン、インターホン、インターホン呼びボタン、かご位置

表示灯方向灯(背 面パネルに設けない場合)、 シンボルマーク

専用副操作盤:行 先ボタン、戸開閉ボタン、シンボルマーク

尚、専用主操作盤の行先ボタンの高さは、車いす使用者が比較的容易に使用できるように一番

高いもので床面上1.5m以 下にすべきであり、同ボタンによる戸の開放時間の延長は10秒 程度

とすることが望ま しい。

専用主操作盤、専用副操作盤に新たに戸閉ボタンを追力口したのは、車いす使用者が自ら戸閉め

促進したい場合があり、操作性の向上と健常者との機会均等を図るために設けた。

図5専 用主操作盤一例(背 面パネルにかご位置表示灯、方向灯を設けない場合)

インターホ ン

図6専 用副操作盤一例
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シンボルマーク

戸閉ボタン

戸開ボタン 行先ボタン

図7　かご内操作盤配置例

専用副操作盤

専用主操作盤

主操作盤

5.2    かご内専用操作盤 

一般乗客用の主操作盤とは別に以下の各機器を取り付けた専用主操作盤

シンボルマーク 方向灯

戸閉ボタン

戸開ボタン

かご位置表示灯

行先ボタン

開 閉 1 2 3 4 5

開 閉 1 2 3 4 5

床
面
1
0
0
0
前
後

床
面
1
0
0
0
前
後
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5.3か ご内鏡

かご内鏡は、車いす使用者が戸が開いているか又は他の利用者の有無を確認するものであり、

ガラス製(合 わせガラス又は線入りガラス)ま たは、金属製の平面鏡 とする。鏡の大きさは幅

尚、展望台エレベーターや、2方 向出入口の寝台用エ レベーターのように平面鏡が設けられな

い構造にあっては合成樹脂製等の凸面鏡も可とし、大きさは直径0.2m以 上の丸形または、同等

以上の面積を有する四辺形とし、取付け位置は鏡を設ける目的を充分満足する位置とする。

5.4乗 降者検出装置

かごには通常セフティシューが設けられているが、さらに車いす使用者の安全を図るために光

電式、静電式、または超音波式等のいすれかの乗降者検出装置を設ける。光電式の場合の取付け

高さは、車いす使用者の足の先端部及び大腿部を対象とし、その高さは床面上より0.2及 び0.6

m前 後とする。非常用エ レベーターを兼用する場合、乗降者検出装置は 「JEAS-A505非 常用

エ レベーターの使用機器仕様に関する標準」に基づき非常運転時不感とする。(但 し、セフティ

シューは呼び戻 し運転中も有効)

5.5か ご内専用位置表示器

かご位置表示器は、かご内の専用主操作盤または、背面板のいずれかに一面設ける。

5.6シ ンボルマーク及び利用銘板

専用乗場ボタン、かご内専用主操作盤には、図8、 図9に 示すシンボルマーク、利用銘板を取

付け、一般利用者及び車いす使用者の適切な利用を促す。

6.

図8シ ンボルマーク

お 願 い

・車いす使用の方はシンボルマーク付の操

作盤をご利用下さい。
・電動車いすでは利用できない場合があり

ます。係員にご相談下さい。

図9利 用銘板

そ の他 の注 意

(1)車 いす使用者以外 の身障者 も利用 できる配慮 と しては、床上0.8m程 度 の位置 に手 す りを設 ける

ことが考え られる。

(2)建 築 計画 にあた っては、エ レベ ーターホール に至 る通 路幅は0.9m程 度 、ホール は車 いすの 回転
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を考慮し、2.1ｍ×2.1ｍ以上の確保が望ましい。

0.5m～0.7m、 高さ0.9m、 鏡の下端は床上概ね1.0m程 度とする。



JEAS-515B(標 改63-3)

視 覚 障 害者 兼 用 エ レベ ー ター に 関 する標準

1.適 用範囲及び趣 旨

本標準は、一般ビル ・住宅ビル等において、エレベーターを利用する視覚障害者のための仕様に

ついて規定したものであり、単独で街に出ていけるだけの生活機能を有する視覚障害者を対象とす

る。

2. 内 容

2.1乗 場設備

(1)乗 場ボタン
ー般用乗場ボタンに近接 して点字表示を行う。

(2)待 客への通報

各階床にエレベーターが到着するときに、音階チャイムなどにより運転方向を通報する。

(3)乗 場階床数名表示

乗場ボタンに近接 して階床数名の点字表示を行う。

2.2か ご内設備

(1)か ご内操作盤
一般乗客用の主操作盤と兼用し、行先 ・戸開 ・戸閉 ・インターホン呼びの各ボタンに近接して、

それぞれ点字表示をする。

(2)到 着階数報知

到着階では次のいずれかの方式により階床数を報知する。

1)複数種類の組合せ信号

2)ゴ ング(但 し、5階 床以内の階数の場合)

3)エ ン ドレステープまたは音声合成などによる案内

(3)か ご床マット

かご床にかご床材と異なる感触マット(30cm幅 程度)を 出入口幅またはかご間口に敷き重ね

る。
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「視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」の解説

建物の管理者は、視覚障害者のエレベーター利用に際して利用案内をする施設を設けるとともに、障

害度に応じて添乗するなどの配慮が必要である。

なお、複数のエレベーターを一群として運転するものであって、そのうちの一台だけを視覚障害者兼

用エレベーターとすることは、障害者にとっては隣接号機との判断がむつかしいだけでなく、群管理機

能をみだすことにもなるので好ましくない。

1.乗 場設備

1.1乗 場ボタン

乗場ボタンのフェースプレー トのボタンに近接した位置に上下方向を示す点字をはりつけ、視

覚障害者に乗場ボタンの昇降方向別を知らせる。(押 ボタン形状が上下を表す矢印形状のものは

不要。)ボ タン自体に点字表示するのは、誤って登録するおそれがあるので、ボタンと別に点字

表示を設ける。

同様の理由で、静電式タッチボタンの使用は望ましくない。

1.2待 客への通報

視覚障害者としては、エレベーターの 「到着の察知、運転方向 ・戸開き状態の確認」などを、

主として音を頼りに判断する。

エレベーターの到着は戸開き動作で知ることもできるが、運転方向を知るためには、音階のあ

る二連音チャイムを設けるのが最も簡単である。連音は、一般に、その音数が多いほど方向の識別

が容易であるが、連音数を多くすると、居住者や一般利用者にとってはわずらわしい乗場もでてく

るし、市販品に適当なものが少ないので、最低限の方向識別が可能な二連音チャイムでもよい。

二連音チャイムの音階は、昇り方向のとき低音から高音へ、降り方向のとき、高音から低音へ

と連音階を出すものとする。

音色音階は出来ることならば、統一することが望ましいが、市販品チャイムを使用する現状か

ら規定はしない。

1.3乗 場階床数名表示

この表示もまた、その乗場ボタンに近接して、点字表示するが、これは、かごを降りたとき、

目的階であったかどうか確認することが出来ることを考慮したものである。

2.か ご内設備

2.1か ご操作盤

操作盤は、視覚障害者専用操作盤を設けても、一般乗客用と誤用するおそれがあるので、一般

乗客用操作盤に点字をはりつけて兼用する。

2.2到 着階数報知
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この階数報知は、ホール待ち客へ運転方向を知らせるチャイム等(本 文2.1.(2))が鳴る以前に鳴らすも
のとする。



かご床材と異なる感触のマットを用いるのは、乗降の際に、感触で敷居の位置を判断すること

を助けるためである。

3.点 字の大きさと並べ方

(1)大き さ (3)点字間のピッチ

(2)点字の構成

3.2乗 場ボタン及びかご内操作盤の点字表現の例

呼 称

晴 眼者

マ ー ク

(例)

点 字

乗場ボタン

乗 場
階床数

かご内操作盤
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2.3　かご床マ ット

外径Φ1.4±0.1

高 さ0.4±0.2

3.78～4.00

2.25～3.0

2.25～3.0

昇　り 降　り 戸　開 戸　閉 インター
ホン　呼

行 き 先 ボ タ ン

ウ　エ シ　タ 5カイ ア　ケ シ　メ ヒジョ― チカ1 チュー2 （6）
数　符

オ　ク
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3.3 乗場ボタンの一例

中間階用

フェースプレート

ボツクス

昇 り用ボ タン

昇 り用ボ タン点字板

降り用ボ タン

降り用ボ タン点字板

乗場階床数表示点字板

終端階用

昇り(降り)用ボタン

乗場階床数表示点字板
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昇り(降り)用ボタン点字板



床 の 滑 り

1.評 価 指標

床材の滑 りにくさの指標 と して、JISA5705(ビ ニル系床材)付 属書 に定 める、「床材の滑 り試

験 方 法(斜 め 引 張型)」 に よ って 測 定 さ れ る 、 「滑 り抵 抗 係 数(C.S.R. : Coefficient of Slip

Resistance)」 を用 いる。

2.使 用条件

C.S.Rを 規定する際には、床の使用条件を勘案して、以下のうちから当該部位において可能性の

ある表面状態を検討する。

ア 完全清掃の状態

イ ほこり付着の状態

ウ 水分付着の状態

工 油付着の状態

(ほこりや、水分の付着の有無により滑り易さは大きく異なるので、外部から持ち込まない

ように計画する必要がある。)

3.材 料及び仕上

床の材料及び仕上は当該部位の使用条件を勘案したうえで、原則としてC.S.R.が 以下の値を満足

する材料、仕上とする。

ただし、体育館の床など激しい運動動作を行う箇所についてはこの限りではない。(激 しい運動動

作を行う箇所では、あまり滑らない床も危険である。)

下足で歩行する部分

上足で歩行する部分

素足で歩行する部分

傾斜路の部分

0.35～0.9

0.45～0.9

0.5～0.9

4.滑 りの差
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13　-3その他

0.4～0.9

同一の床 におい て、滑 り抵 抗 に大 きな差(C.S.Rで0.2以 上)が  あ る材 料の複 合使 用 はさける。 

(突然滑 り抵抗 が変化する と、滑 った り、つ まづ いた りする危険が大 きい。)



●床材と滑りやすさ

下足床で歩行する場合
(靴、運動靴、サンダル) 滑る

C.S.R(滑 り抵 抗値)

石材

フ ロー リング

カ ーペ ッ ト

プ ラ ス チ ック

タ イル 、シ ー ト

セラミックタ

イル

モ ル タル 、

コ ンク リー ト

本磨き、水磨き

バーナー仕上げ

塗装

無塗装

平滑

エンボス加工

施紬、平滑

無紬、ノンスリップ

金ゴテ仕上

ノンスリップ仕上

つ
ま
ず
き

油水
油、水

洗浄

油、水

油、水 洗浄

洗浄

水

油水 洗浄

洗浄

油水 洗浄

水

上足床で歩行する場合

(靴下、足袋、フェル トスリッパ)滑

たたみ

フ ロ ー リ ング

カ ーペ ッ ト

プ ラ スチ ック

タイ ル 、シ ー ト

塗装

無塗装

平滑

エンボス加工

転
倒

つ
ま
ず
き

素足で不自然な動作をする場合

石材

セラミックタ

イル

プ ラ スチ ック

タイル 、シー ト

本磨き、水磨き

バーナー仕上げ

施紬、平滑

無紬、ノンスリップ

平滑

エンボス加工

つ
ま

ず
き

 
洗浄

洗浄

洗浄

洗浄

洗浄
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13-3　その他

対象となる床 事務所、工場、店舗

ホテル、厨房など

対象となる床 住宅、和室、

舞台など

対象となる床 ふろ場、

プールサイドなど

洗浄

許容範囲

最適範囲

滑らない

0.0　0.1　0.2　0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2

転
倒

洗浄

洗浄

洗浄

洗浄

洗浄

油水

C.S.R(滑 り抵 抗値)

滑る 滑らない
0.0　0.1　0.2　0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2

C.S.R(滑 り抵 抗値)
滑る 滑らない

0.0　0.1　0.2　0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2

転
倒

シャボン水

シャボン水

シャボン水

シャボン水

シャボン水

シャボン

シャボン

水

水

油水

油、水

油

油



色の対比 ・輝度

1.輝 度 と輝度比

■輝度(cd/㎡)

ものの明るさを表現 したものであ り、単位面積あたり、単位立体角当たりの放射エネルギー(発 散

する光の量)を 比視感度(電 磁波の波長毎 に異なる感度)で 計測 したものである。輝度は輝度計によ

り想定することができる。(JISZ9111)

■輝度比

視覚障害者誘導用ブロックの輝度(cd/㎡)
輝度比=

2.視 覚障害者誘導用ブロックについて

さまざまな色の鋪装材料が使われている中で、弱視者が視覚障害者誘導用ブロックを識別することは、

困難な場合が多い。従って、床材と周囲の路面との色の相対的な関係に視点を置く必要がある。

その指標として輝度比(床 材の輝度/路 面の輝度)を 利用 した組み合わせが示されている。この例で

は、通常、黄色のブロックが好ましいが、黄色の鋪装や風到地区などで、やむを得ず黄色以外の床材を

必要とする場合、弱視者が識別でき、かつ晴眼者に違和感の少ない値として、ほぼ1.5～2.5と いう範囲

が挙げられている。

輝度比を利用した組み合わせ表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ブロックの色
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鋪装 路面 の輝度(cd/㎡)

黒
藍

えんじ
茶
紺

グレー
濃灰
草
青

オレン
よもぎ
淡灰
水色
淡草
肌
黄

クリー
ム
白

路
面
の
色

黒藍え
ん
じ

茶紺グ
レ
ー

濃
灰
草青オ

レ
ン
ジ

よ
も
ぎ

淡
灰
水
色
淡
草
肌黄ク

リ
ー
ム

白

輝度比

15～20
10～15
5～10
2.5～5
1.5～2
.5
1～1.5
0～1
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点字の読み方

ル レ 口

(アルファベ ッ ト)

(記 号)

 

 
 

リ

 

ラ
カギ

(数 字)
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ア　　イ　　ウ　　エ　　オ

カ　　キ　　ク　　ケ　　コ

サ　　シ　　ス　　セ　　ソ

タ　　チ　　ツ　　テ　　ト

ナ　　ニ　　ヌ　　ネ　　ノ

ハ　　ヒ　　フ　　ヘ　　ホ

マ　　ミ　　ム　　メ　　モ

ヤ　　　　　ユ　　　　　ヨ

ワ　　　　　ヲ　　　　　ン

(五十音) (濁　音)

ガ　　 ギ　　 グ　　 ゲ　 　ゴ

ザ　　 ジ　　 ズ　 　ゼ　　 ゾ

ダ　 　ヂ　 　ヅ　 　デ　 　ド

バ　 　ビ　 　ブ　　 ベ　　 ボ

パ　　 ピ　　 プ　 　ペ　　 ポ

(拗  音)

長音　促音　 キャ　 キュ　 キョ

句点　継ギ　 シャ　 シュ　 ショ

疑問符

感嘆符
カッコ

チャ   チュ　 チョ

ニャ　 ニュ   ニョ

ヒャ   ヒュ   ヒョ

ギャ   ギュ   ギョ

ジャ   ジュ   ジョ

ビャ   ビュ   ビョ

ミャ   ミュ   ミョ

リャ   リュ   リョ

ピャ   ピュ   ピョ

外字符 Ａ　 Ｂ　 Ｃ　 Ｄ　 Ｅ 　Ｆ　 Ｇ　 Ｈ

Ｉ　 Ｊ　 Ｋ　 Ｌ　 Ｍ　 Ｎ　 Ｏ　 Ｐ　 Ｑ　 Ｒ

Ｓ　 Ｔ   Ｕ   Ｖ   Ｗ   Ｘ   Ｙ   Ｚ 外国語
引用符

数符 １   ２   ３   ４   ５   ６   ７   ８   ９   ０
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